
議案第７４号 

 

石垣市宿泊税条例 

 

（課税の目的） 

第１条 石垣市は、八重山諸島の玄関口である石垣島の優れた自然・文化的価値を高めるととも

に、石垣市民と観光客が共に生きる、持続可能でより良い地域社会形成に向けた観光の振興を

図る施策に要する費用に充てるため、地方税法（昭和 25年法律第 226号）第５条第７項の規定

に基づき、宿泊税を課する。 

（賦課徴収） 

第２条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び石垣市税条例（昭

和 47 年石垣市条例第 55 号）第１章の定めるところによる。この場合において、同条例第 3 条

第 2項中「入湯税」とあるのは「入湯税及び宿泊税」とする。 

（納税義務者等） 

第３条 宿泊税は、旅館業法（昭和 23年法律第 138号）第２条第２項に規定する旅館・ホテル営

業及び同条第３項に規定する簡易宿所営業、国家戦略特別区域法（平成 25年法律第 107号）第

13条第５項に規定する認定事業並びに住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65 号）第２条第３項

に規定する住宅宿泊事業に係る施設（以下「宿泊施設」という。）における宿泊に対し、その宿

泊者に課する。 

（課税免除） 

第４条 次に掲げる宿泊者に対しては、宿泊税を課さない。 

(1) 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校（大学を除く。以下この条に

おいて｢学校｣という。）において教育を受ける幼児、児童、生徒若しくは学生（以下この条に

おいて｢学生等｣という。）又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動（規則で定める

ものに限る。）として宿泊する場合（学生等が在籍する学校の校長又は園長がその旨を証明す

る場合に限る。）の当該宿泊 

(2) 学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規則で

定める団体の主催する大会（教育活動又はこれに類するものに限る。）に参加するために宿泊

する場合（規則で定める者がその旨を証明する場合に限る。）の当該宿泊（前号に掲げる宿泊

を除く。） 

（課税標準） 

第５条 宿泊税の課税標準は、１人１泊当たりの宿泊料金（宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して名

称を問わず当該宿泊施設に支払うべき額（当該宿泊に対する宿泊補助金、宿泊助成金その他こ

れらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額を

含む。）から次に掲げる額を除いた金額をいう。）とする。ただし、当該宿泊料金が 10万円を超

える場合には、10万円とする。 

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設（客室を除く。）の利用その他これらに類する利

用行為の対価に相当する額 

(2) 消費税、地方消費税その他の税金に相当する額 



(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものと認めるものに相当する額 

（税率及び税額の端数計算） 

第６条 宿泊税の税率は、100分の 1.2とする。 

２ 宿泊税は、地方税法施行令（昭和 25 年政令第 245 号）第６条の 17 第２項第９号の条例で指

定する法定外目的税とする。 

（徴収の方法） 

第７条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。 

（特別徴収義務者）  

第８条 宿泊税の特別徴収義務者（以下「特別徴収義務者」という。）は、宿泊施設の経営者とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に規定する者以外の者

であって宿泊税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。 

（特別徴収義務者としての登録等）  

第９条 前条第１項に規定する特別徴収義務者は宿泊施設の経営を開始しようとする日の５日前

までに、同条第２項の規定により指定を受けた特別徴収義務者はその指定を受けた日から５日

以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録を市長に申請し

なければならない。 

２ 前項の登録を申請しようとする者は、当該宿泊施設の所在地及び名称その他必要な事項を記

載した規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による登録の申請を受理した場合においては、その申請した者を特別

徴収義務者として登録し、その者（以下この条において「登録特別徴収義務者」という。）に対

し、規則で定める証票（以下｢証票｣という。）を交付する。 

４ 証票の交付を受けた者は、前項の証票を当該宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなけれ

ばならない。 

５ 証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。 

６ 登録特別徴収義務者は、登録した事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、規則で定

める届出書を市長に提出しなければならない。 

７ 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を１月以上休止しようとするときは、遅滞なく、

規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。 

８ 前項の規定による届出書を提出した者であって当該届出書に係る休止の期間を定めなかった

ものは、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、規則で定める届出書を市

長に提出しなければならない。 

９ 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、その廃止した日から 10日以

内に規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。 

10 証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場合には、

その消滅した日から 10日以内にその証票を市長に返さなければならない。 

（申告納入） 

第 10条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月１日から同月末日までの期間において徴収す



べき宿泊税に係る宿泊料金の総額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書

を市長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。 

２ 特別徴収義務者が、申告納入すべき前項の税額が規則で定める金額以下であることその他の

規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより市長が指定した者である場

合には、同項の規定により次の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及び納

入金の納入期限は、同項の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の

提出期限及び納入金の納入期限と同一の期限とする。 

１月及び２月 ３月 

４月及び５月 ６月 

７月及び８月 ９月 

10月及び 11月 12月 

３ 前２項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を廃止した場合においては、

その廃止した日から 10日以内に、その廃止した日までにおいて徴収すべき宿泊税について、第

１項に規定する規則で定める納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入しなければな

らない。 

４ 市長は、第２項の規定による指定をした特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなく

なったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。 

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除） 

第 11条 市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができな

くなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことにつ

いて天災その他避けることのできない理由があると認める場合においては、当該特別徴収義務

者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その

宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。 

２ 前項の規定による還付又は納入義務の免除を申請しようとする特別徴収義務者は、規則で定

める申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明することができる書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける

特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することが

できる。 

４ 市長は、第１項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置

をとるかどうかについて、その申請を受理した日から 60日以内に特別徴収義務者に通知しなけ

ればならない。 

（特別徴収義務者の帳簿の記載義務等）  

第 12条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿

泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税額その他市長が必要と認める事項を帳簿に記載し、か

つ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わった日の属する月の末日の翌日から３月を経過した日か

ら５年間保存しなければならない。 

２ 特別徴収義務者は、宿泊に当たって作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊

料金、宿泊者数、宿泊税額が記載されているものその他の市長が必要と認める書類を作成し、



かつ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から３月を経過した日から５

年間保存しなければならない。 

（帳簿及び書類の電磁的記録による保存等） 

第 13条 特別徴収義務者は、前条第１項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿

（以下「関係帳簿」という。）の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電

子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の備

付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 

２ 特別徴収義務者は、前条第２項の規定により作成及び保存をしなければならない書類（以下

「関係書類」という。）の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成す

る場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該

関係書類の保存に代えることができる。 

３ 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類（規則で定めるものを除く。）の全

部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記

録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存を

もって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電

磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき（当該関係書類の保存

が行われている場合を除く。）は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間そ

の他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。 

（帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等） 

第 14条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫

して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係

る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機を

用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。）による

保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 

２ 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用し

て作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算

機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。 

３ 前条第１項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿

の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第２項の規定により関係書類に係る電

磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場

合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、

当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保

存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。 

 （電磁的記録等に対する規定の適用） 

第 15 条 第 13 条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項前段又は前条各項のいずれかに規定する規則で

定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われている関係書

類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用につ



いては、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書

類とみなす。 

（帳簿の記載義務違反等に関する罪）  

第 16 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処す

る。 

(1) 第９条第４項の規定に違反して証票を掲示しなかった者又は第５項の規定に違反して証

票を他人に貸し付け若しくは譲り渡した者 

(2) 第９条第 10項の規定に違反して証票を市長に返さなかった者 

(3) 第 12 条第１項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせ

ず、若しくは虚偽の記載をした者又は同項の帳簿を隠匿した者 

(4) 第 12条第１項の規定に違反して帳簿を５年間保存しなかった者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務

に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に

対し、同項の罰金刑を科する。 

（間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税） 

第 17条 宿泊税は、地方税法施行令第６条の 22の４第６号及び第６条の 22の９第４号に規定す

る条例で指定する法定外目的税とする。 

（規則への委任） 

第 18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年３月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布の日から施行する。  

（適用区分） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の宿泊（施行日の前

日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。）について適用する。 

（経過措置） 

３ 施行日前に宿泊施設の経営をし、かつ、この条例の施行後引き続き宿泊施設の経営をしよう

とする者については、施行日に宿泊施設の経営を開始するものとみなす。 

（準備行為） 

４ 第８条第２項の規定による特別徴収義務者の指定及び第９条第３項の規定による特別徴収義

務者の登録並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、

第８条第２項及び第９条の規定の例により行うことができる。 

（検討） 

５ 市長は、令和 11年度を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、

この条例の規定について検討を加え、必要があると認めたときは、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

 



 

令和７年９月２２日提出 

 

石垣市長 中 山 義 隆 

 

理 由 

  石垣市は、八重山諸島の玄関口である石垣島の優れた自然・文化的価値を高めるとともに、 

石垣市民と観光客が共に生きる、持続可能でより良い地域社会形成に向けた観光の振興を図る

施策に充てるため、宿泊税を導入するものである。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 


